
市報むらかみ 　2019.3.1　　8

4月からごみの出し方が一部変更

村上・荒川・朝日・山北地域のごみの出し方が変わります
　４月１日からごみの収集回数が市内全域で統一されます。（市報むらかみ１月1５日号掲載）
　ごみの出し方についても４月１日から次のとおり一部変更があります。

○村上地域
区　分 項　目 現　在 変更後（４月１日以降）

缶
びん
有害ごみ

ステー
ション

町内・集落で指定する専用の
ステーションで回収 通常のステーションで回収

収集日 日曜日（３区分同じ日に収集）
※当番が立ち会い

平日（３区分別々の日に収集）
※当番の立ち会いが不要となります

出し方 ステーションにある回収容器
や袋に入れる。

透明または半透明の袋に入れ、ステー
ションにそのまま出す。（現在のプラス
チック製容器包装やペットボトルと同じ
出し方になります。）

缶の分別 アルミ缶とスチール缶に分別
をする。

アルミ缶とスチール缶の分別は不要とな
ります。

○荒川地域、山北地域
区　分 項　目 現　在 変更後（４月１日以降）

プラスチック
製容器包装 出し方

ステーションにある回収ネッ
トにプラスチック製容器包装
を入れる。

透明または半透明の袋に入れ、ステー
ションにそのまま出す。

缶 出し方
と分別

アルミ缶用のコンテナにアル
ミ缶を、スチール缶用のコン
テナにスチール缶を分別して
入れる。

備え付けのコンテナにアルミ缶とスチー
ル缶を分別せず、一緒に入れる。

○朝日地域
区　分 項　目 現　在 変更後（４月１日以降）

プラスチック
製容器包装 出し方

ステーションにある回収ネッ
トにプラスチック製容器包装
を入れる。

透明または半透明の袋に入れ、ステー
ションにそのまま出す。

○神林地域は出し方に変更はありません
※ごみ収集カレンダーを確認して、間違いのないよう出してください
※アルミ缶とスチール缶は収集後に機械で分別します

●問い合わせ　環境課生活環境室☎５3−2111（内線2310、2311）
　　　　　　　各支所地域振興課市民生活室


